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本章では、都市の現状や将来人口見通し等を整理し、都市構造上の課題を抽出します。  

２－１ 現況特性 

（１）人口特性 

ア 総人口・年齢階級別人口 

総人口は減少傾向が続き、高齢者は大幅に増加する見通し 
◇本市の総人口は、平成７年（１９９５年）にピークを迎え、その後は減少傾向となり、平成２７

年（２０１５年）時点では２３６,３７２人となっています。 

◇国立社会保障・人口問題研究所の推計によると今後も減少傾向は続き、その間の減少率
は全国的な見込みよりも小さくなってはいるものの、令和２７年（２０４５年）には２０９,７１９
人と約 26,000 人減少する見通しとなっています。 

◇６５歳以上人口は、人口数・年齢３区分割合ともに増加し、令和２７年（２０４５年）には
34.6％（市民の３人に１人）になる見通しとなっています。 

◇令和２７年（２０４５年）と平成２７年（２０１５年）時点の５歳階級別人口を比較すると、６９歳
以下はすべての階級で減少し、７０歳代以上は増加する見通しとなっています。 

 

 
 
 
 
 
  

第２章 都市構造の現状整理・課題分析 

出典：【実績値】国勢調査（総務省（昭和 40 年（1965 年）～ 平成 27 年（2015 年)）） 
【推計値】国立社会保障・人口問題研究所（令和 2 年（2020 年）～ 令和 27 年（2045 年）) 

【総人口の推移・将来推計】 

平成 27 年（2015 年）→令和 27 年（2045 年）の総人口の減少率 

国：14.8％  佐賀市：11.3% 

※実績値の総人口には年齢不詳を含む 
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イ 世帯数 

一貫して続く世帯増加と世帯人員減少の傾向 
◇本市の世帯数は一貫して増加傾向にあります。 

◇一方で、一世帯当たり人数は減少傾向にあり、核家族化が進行しています。 

 

 
 
 
 

  

【世帯数の推移】 

出典：国勢調査（総務省（昭和 55 年(1980 年)～平成 27 年(2015 年)）） 

【人口ピラミッドの推移】 

出典：国勢調査、総務省（平成 27 年（2015 年)） 
国立社会保障・人口問題研究所（令和 27 年（2045 年）) 
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ウ 人口増減数 

市街化区域内の人口は大幅に減少する見通し 
◇平成２７年（２０１５年）から令和２７年（２０４５年）にかけての人口増減を５００ｍのメッシュ

毎に見ると、佐賀駅東側周辺や鍋島駅北側周辺等の市街化区域縁辺部を除き、市街化
区域の大部分で大幅に減少する見通しとなっています。 

◇市街化調整区域では、増加見通しの箇所と減少見通しの箇所がモザイク状に分布してい
ます。 

  
【人口増減数（平成２７年（２０１５年）～令和２７年（２０４５年））】 

出典：【平成 27 年（2015 年）人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))） 
【令和 27 年（2045 年）人口】日本の地域別将来推計人口（平成 30 年(2018 年) 推計)、国立社会保障・人口問題研究所 

（平成 30 年(2018 年)3 月) 
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エ 人口密度 

市街化区域内の人口密度は低下する見通し 
◇平成２７年（２０１５年）に４３.９人/ｈａであった市街化区域の人口密度は、令和２７年（２０４

５年）に４０.５人/ｈａとなる見通しとなっています。 

◇市街化区域に該当するメッシュについて人口密度の変化を見ると、平成２７年（２０１５年）
時点で、既成市街地の人口密度の基準である４０人/ｈａ以上のメッシュのうち、数カ所で４
０人/ｈａを下回る見通しとなっています。 

  【人口密度 （平成２７年（２０１５年））】 

【人口密度 (令和２７年（２０４５年））】 

【市街化区域内の人口密度（人/ha）】 

平成27年
（2015年度）

令和27年
（2045年度）

佐賀駅周辺 46.5 43.0

諸富周辺 19.9 16.3

大和周辺 42.1 39.6

市街化区域 43.9 40.5

※GIS による図上計測により算出 

出典：【平成 27 年（2015 年）人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))） 
【令和 27 年（2045 年）人口】日本の地域別将来推計人口（平成 30 年(2018 年) 推計)、国立社会保障・人口問題研究所 

（平成 30 年(2018 年)3 月) 
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オ 高齢者数（６５歳以上人口） 

市街化区域内では、高齢者数が大幅に増加する見通し 

◇市街化区域内の高齢者数は、平成２７年（２０１５年）から令和２７年（２０４５年）にかけて
大きく増加する見通しとなっています。 

◇一方、市街化調整区域では、高齢者が増加する箇所と減少する箇所がモザイク状に分布
しています。 

  
【高齢者数（平成２７年（２０１５年））】 

【高齢者数 (令和２７年（２０４５年））】 

出典：【平成 27 年（2015 年）人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))） 
【令和 27 年（2045 年）人口】日本の地域別将来推計人口（平成 30 年(2018 年) 推計)、国立社会保障・人口問題研究所 

（平成 30 年(2018 年)3 月) 
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カ 高齢化率（６５歳以上人口割合） 

市街化調整区域を中心に高齢化率５０％を超える箇所が多く発生する見通し 
◇平成２７年（２０１５年）時点の高齢化率は、全市的には 25.7%であるなか、佐賀駅東側周

辺や鍋島駅北側周辺等をはじめ、20％未満の箇所も多く点在しています。 

◇令和２７年（２０４５年）では、大部分のエリアが３０％以上となり、平成２７年（２０１５年）より
20％以上増加する見通しの箇所も多くみられます。 

  
【高齢化率（平成２７年（２０１５年））】 

【高齢化率 (令和２７年（２０４５年））】 

出典：【平成 27 年（2015 年）人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))） 
【令和 27 年（2045 年）人口】日本の地域別将来推計人口（平成 30 年(2018 年) 推計)、国立社会保障・人口問題研究所 

（平成 30 年(2018 年)3 月) 
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キ 年少人口（０～１４歳人口） 

年少人口は市街化区域内外ともに減少する見通し 
◇年少人口数は、平成２７年（２０１５年）から令和２７年（２０４５年）にかけて、市街化区域、

市街化調整区域ともに減少する見通しとなっています。 

  
【年少人口（平成２７年（２０１５年））】 

【年少人口（令和２７年（２０４５年））】 

出典：【平成 27 年（2015 年）人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))） 
【令和 27 年（2045 年）人口】日本の地域別将来推計人口（平成 30 年(2018 年) 推計)、国立社会保障・人口問題研究所 

（平成 30 年(2018 年)3 月) 
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ク 転入・転出の状況 

子育て世帯の転入傾向が継続 
◇人口動態の推移を見ると、自然動態は減少が続いていますが、社会動態は近年増加の傾

向にあります。 

◇人口の純移動数（転入・転出数の差分）を５歳階級別に見ると、０歳代から１０歳代及び３
０歳代から５０歳代で転入超過の傾向となっており、市外から子育て世帯が転入しているこ
とがうかがえます。 

◇１５歳から２９歳までの若者世代の転出傾向は続いていますが、近年その数は大幅に減少
しています。 

   

出典：住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数調査、総務省（平成 17 年(2005 年)～令和 2 年(2020 年)） 

出典：国勢調査（総務省（平成 12 年(2000 年)～平成 27 年(2015 年)）） 

【人口動態の推移】 

【年齢５歳階級別純移動数の推移】 
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ケ 人口集中地区の推移 

佐賀駅周辺を中心に発展してきた市街地形成の変遷 
ＤＩＤ人口密度は低下傾向にあるものの横ばいで推移 

◇本市の人口集中地区（ＤＩＤ）は、昭和３５年（１９６０年）時点では佐賀駅の南側を中心に
広がっており、その後、昭和５５年（１９８０年）時点では北側に拡大し、それ以降は、現在の
市街化区域の諸富町を除く大部分のエリアが人口集中地区となっています。 

◇人口集中地区の人口密度は低下傾向にあるものの、平成２年（１９９０年）以降はおおむね
横ばいで推移しています。 

    
※人口集中地区（ＤＩＤ）：国勢調査の集計の統計地域で、人口密度が４,０００人/k ㎡以上かつ合計人口が５,０００人以上となる地域 

【人口集中地区の人口密度・面積推移】 

【人口集中地区の推移】 

出典：国勢調査（総務省（昭和 35 年(1960 年)～平成 27 年(2015 年)）） 
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（２）土地利用等 

ア 用途地域 

住宅系を中心とした用途地域の指定 
準工業地域等の工業系土地利用が点在 

◇本市では、１３種類の用途地域のうち１２種類を指定しており、住宅系用途地域が中心とな
っています。 

◇佐賀駅周辺では、商業系用途地域をまとまって指定しており、工業系用途地域は、高木瀬
地区の国道２６３号周辺の一部、筑後川右岸の一部のほか、鍋島駅南側周辺や筑後川左
岸側の一部では準工業地域を指定しています。 

 
 

   

【用途地域の指定状況】 

出典：佐賀市データ 
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イ 土地利用現況・建物利用現況 

都市計画区域外や市街化調整区域にも住宅用地・建物が多く分布 
◇土地利用現況は、農地や山林等の自然的土地利用が約７割を占めており、住宅用地、商

業用地、道路用地等の都市的土地利用が全体の約３割を占めています。 

◇市街化区域内では、住宅や道路等の公共施設用地としての利用が多くなっています。 

  

【土地利用現況（平成３０年（２０１８年））】 

ha %
農地 10,433.1 47.2
⼭林 1,515.3 6.9
⽔⾯ 1,900.8 8.6
その他の⾃然地 1,163.2 5.3
⾃然的⼟地利⽤ 15,012.4 68.0
住宅⽤地 2,592.4 11.7
商業⽤地 570.8 2.6
⼯業⽤地 296.0 1.3
農林漁業施設⽤地 79.7 0.4
公益施設⽤地 859.2 3.9
道路⽤地 1,768.5 8.0
交通施設⽤地 196.5 0.9
公共空地 281.6 1.3
その他の空地 427.9 1.9
都市的⼟地利⽤ 7,072.6 32.0

22,085.0 100.0

⼟地利⽤分類 ⾯積

合計 出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年））） 
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  【建物利用現況（平成３０年（２０１８年））】 

出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年））） 
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ウ 低未利用地の状況 

中心市街地をはじめ市街化区域内に多くの低未利用地が分布 
◇低未利用地は、市街化区域内において多く分布しています。 

◇５００ｍメッシュ当たり低未利用地の面積割合を見ると、中心市街地である佐賀駅周辺で
は１０％以上の箇所も見られます。 

◇都市再生整備計画区域※1・※2 においては、５００㎡以上の比較的規模の大きい低未利用地
が点在しており、区域内における低未利用地のおよそ半数を占めています。 

  
【低未利用地の分布状況 （平成３０年（２０１８年））】 

出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年））） 
（土地利用現況の「その他の空き地」に分類されるものを低未利用地として整理 
（ゴルフ場は除く）） 

※1 都市再生整備計画区域（佐賀市中心市街地地区(中心市街地活性化基本計画区域)） 
※2 都市再生整備計画区域（佐賀駅周辺北地区） 
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【各メッシュの低未利用地の面積割合 （平成３０年（２０１８年））】 

出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年）））を基に作成 
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   【都市再生整備計画区域※1・※2 における低未利用地の状況 （平成３０年（２０１８年））】 

※1 都市再生整備計画区域（佐賀市中心市街地地区(中心市街地活性化基本計画区域)） 
※2 都市再生整備計画区域（佐賀駅周辺北地区） 

【都市再生整備計画区域※1・※2 における低未利用地箇所の構成比 （平成３０年（２０１８年））】 

出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年）））を基に作成 
（土地利用現況の「その他の空き地」に分類されるものを低未利用地として整理（ゴルフ場は除く）） 
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エ 空き家の状況 

増加傾向にある空き家数 
◇平成３０年（２０１８年）の空き家率は１６．１％であり、全国平均（１３．６％）や佐賀県平均

（14.3％）と比べ高い状況にあります。 

◇平成１５年（２００３年）から平成３０年（２０１８年）にかけて、住宅総数は約１.５倍に増加し
ているのに対し、空き家はそれ以上の増加率（約２．４倍）となっています。 

 
 

  

【空き家数と空き家率の推移】 

出典：住宅土地統計調査（総務省（平成 15 年（2003 年）～平成 30 年（2018 年）） 
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オ 地区計画等の指定状況 

地区計画等により良好な住環境形成が図られている箇所が分布 
◇市内では、地区計画が５箇所、風致地区が２箇所指定されているほか、緑化協定が３５箇

所、建築協定が２箇所、景観協定が１箇所指定されています。 
  

【地区計画等の法規制状況】 

出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年）））、佐賀市 HP 
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カ 農業系区域 

市街化調整区域の大部分は優良農地として農用地区域が指定 
◇市街化調整区域の大部分は農業振興地域に指定されており、そのうちの優良農地は農用

地区域として指定されています。 
  

【農用地区域・農業振興地域の指定状況】 

出典：国土数値情報 
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キ 森林系区域 

市街化調整区域内の北側に分布する森林系区域 
◇市街化調整区域内の長崎自動車道北側においては、自然公園及び地域森林計画対象民

有林が広く指定されているほか、保安林も数カ所指定されています。 

◇市街化区域内には、保安林等の指定箇所は見られません。 
  

【森林系区域の指定状況】 

出典：国土数値情報 
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（３）公共交通の状況 

ア 公共交通網 

一定の利便性が確保された市街化区域内の公共交通利用環境 
◇公共交通は、鉄道が１路線（ＪＲ長崎本線）、民間バス５事業者、コミュニティバス（三瀬地

区、富士町）、デマンドタクシー（松梅地区）があり、市街化区域内の大部分は鉄道、民間
バスによりカバーされています。 

◇利便性の高い基幹的公共交通（３０本/日以上）の徒歩圏人口カバー率は、市街化区域
内の約４５.２％であり、その他のバス路線も合わせると市街化区域内人口の約８４.０％を
カバーしている状況です。 

 
 

  

出典：佐賀市データ 

【公共交通（鉄道駅＋バス停）徒歩圏（半径５００m、300m）】 

【基幹的公共交通の徒歩圏人口カバー率 
（平成２７年（２０１５年））】 

区 分 割 合 人 口 

市街化区域 45.2％ 58,630 人 

都市計画区域 31.8％ 73,029 人 
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イ 駅別乗車人員の状況 

駅別乗車人員は横ばいに推移 
近年はコロナ禍により減少後、増加傾向にある 

◇鉄道駅の１日平均乗車人員を見ると、平成２８年度（２０１６年度）から令和元年度（２０１９
年度）までは横ばいに推移しています。 

◇令和元年度（２０１９年度）から令和２年度（２０２０年度）にかけてはコロナ禍により減少し
ていますが、直近の令和３年度（２０２１年度）を確認すると増加傾向にあります。 

 

ウ 交通手段分担率 

自転車利用が減少し、自家用車利用が増加 
自転車利用は県全体と比較して多い 

◇平成２２年（２０１０年）と令和２年（２０２０年）時点の本市における交通分担率を比較する
と、自転車の割合が減少した一方で、自家用車の割合が増加しています。 

◇令和２年（２０２０年）の分担率を佐賀県全体と比較すると、自家用車利用が少ない一方、
自転車利用が多く１６.９％を占めています。  

出典：国勢調査（総務省（平成 22 年(2010 年)、令和 2 年(2020 年)）） 

【交通分担率】 

【駅別乗車人員（１日平均）の推移】 

出典：JR 九州 HP 

増減数(人) 増減率(%)

佐賀駅 12,341 12,535 12,624 12,348 8,546 9,404 -2,937 -23.8%

鍋島駅 626 607 603 565 446 436 -190 -30.4%

合計 12,967 13,142 13,227 12,913 8,992 9,840 -3,127 -24.1%

鉄道駅
平成30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

令和3年度
(2021年度)

H28年度→R3年度の
変化平成28年度

(2016年度)
平成29年度
(2017年度)

令和2年度
(2020年度)

J
R
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（４）生活利便施設の状況 

ア 医療施設 

市街化区域内で充実した医療環境 

◇内科、外科及び小児科を有する病院の大半は、市街化区域及びその周辺に集中して立地
しています。診療所は、市街化区域に集中して立地しているほか、市街化調整区域にも数
多く分布しています。 

◇平成２７年（２０１５年）における医療施設の市街化区域内徒歩圏人口カバー率は９２.３％
であり、多くの市民が医療施設を利用しやすい状況となっています。医療施設の都市計画
区域内徒歩圏人口カバー率は７１.３％となっています。 

  
【医療施設の分布状況と徒歩圏（半径５００m）+人口密度（平成２７年（２０１５年））】 

【徒歩圏人口カバー率（平成２７年（２０１５年））】 

区 分 割 合 人 口 

市街化区域 92.3％ 119,685 人 

都市計画区域 71.3％ 163,599 人 

 

出典：【平成 27 年（2015 年）人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))）、 
【医療施設】佐賀県病院一覧表（佐賀県 HP、佐賀県病院一覧表（佐賀県 HP）） 
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イ 高齢者福祉施設 

市街化区域内で一層見込まれる高齢者福祉施設へのニーズの増加 
◇高齢者福祉施設は、市街化区域内に多く集積しているほか、市街化調整区域内にも分散

して立地しています。 

◇平成２７年（２０１５年）における高齢者福祉施設の市街化区域内徒歩圏人口カバー率は
９１.９％であり、利便性が高い状況となっています。高齢者福祉施設の都市計画区域内徒
歩圏人口カバー率は７３.８％となっています。 

◇平成２７年（２０１５年）から令和２７年（２０４５年）にかけて、市街化区域で高齢者数が大
きく増加する見込みである一方、市街化調整区域では高齢者数のピークを越えて減少傾
向が見られるため、各エリアでの施設利用ニーズの変化も想定されます。 

 

  

【徒歩圏高齢者人口カバー率（平成２７年（２０１５年））】 

区 分 割 合 人 口 

市街化区域 91.9％ 27,550 人 

都市計画区域 73.8％ 42,825 人 

 ※高齢者人口(65 歳以上)を対象とした 

【高齢者福祉施設の分布状況と徒歩圏（半径５００m） 
＋高齢者人口増減数 (平成２７年（２０１５年）～令和２７年（２０４５年））】 

※高齢者人口：６５歳以上

出典：【平成 27 年（2015 年）人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))）、 
【令和 27 年（2045 年）人口】日本の地域別将来推計人口（平成 30 年(2018 年)推計)、 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 30 年(2018 年)3 月) 
【高齢者福祉施設】介護 DB、佐賀市 HP 
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ウ 子育て施設 

待機児童数や将来的な年少人口減少を踏まえた子育て施設立地の必要性 

◇令和４年（２０２２年）４月１日現在、本市の待機児童数はゼロとなっています。 

◇子育て施設の配置は、市街化区域内に集中して立地しているほか、幼稚園及び保育園を
中心に市内に分散しています。市街化区域内年少人口（０～１４歳）の８５.６％が子育て施
設からの徒歩圏に含まれる状況です。子育て施設の都市計画区域内徒歩圏人口カバー
率は６３.３％となっています。 

◇今後は、年少人口が減少見込みの箇所が多くあり、各エリアでの施設へのニーズの変化
も想定されます。 

  【子育て施設の分布状況と徒歩圏（半径 500m） 
                ＋年少人口増減数 （平成２７年（２０１５年）～令和２７年（２０４５年））】 

※年少人口：０～１４歳

【徒歩圏年少人口カバー率（平成２７年（２０１５年））】 

区 分 割 合 人 口 

市街化区域 85.6％ 15,180 人 

都市計画区域 63.3％ 20,018 人 

  ※年少人口（0～14 歳）を対象とした 

出典：【平成 27 年（2015 年）人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))）、 
【令和 27 年（2045 年）人口】日本の地域別将来推計人口（平成 30 年(2018 年)推計)、 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 30 年(2018 年)3 月) 
【子育て施設】佐賀市 HP 
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エ 商業施設 

市街化区域内で充実した商業環境 
◇商業施設は、市街化区域に集中して立地しており、特に食品スーパーやドラッグストアの多

くは市街化区域内に立地しています。コンビニエンスストアは市街化調整区域にも数多く
分布しています。 

◇平成２７年（２０１５年）における商業施設の市街化区域内徒歩圏人口カバー率は８７.０％
であり、利便性が高い状況となっています。商業施設の都市計画区域内徒歩圏人口カバ
ー率は７０.６％となっています。 

  
【商業施設の分布状況と徒歩圏（半径５００m）＋人口密度（平成２７年（２０１５年））】 

【徒歩圏人口カバー率（平成２７年（２０１５年））】 
区 分 割 合 人 口 

市街化区域 87.0％ 112,837 人 

都市計画区域 70.6％ 162,079 人 

  
出典：【平成 27 年(2015 年)人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))）、 

【商業施設】全国スーパーマーケットマップ、日本全国ドラッグストア・調剤薬局マップ、 
コンビニエンスストアマップ 
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オ 教育文化機能 

各地域に分散して立地する教育文化施設 
◇教育施設は、児童・生徒数や地理的な状況等を踏まえた市立小中学校の立地のほか、高

等学校が１３校、大学が３校、短期大学が２校立地しています。児童館は市街化調整区域
を含めて各地域に立地しています。 

◇文化会館等の施設は２９箇所、図書館は８箇所立地しています。市民の文化・社会教育活
動の場を提供する公民館・コミュニティセンターは３７箇所、その他貸館機能を有する施設
は１６箇所立地しています。 

◇多世代のスポーツを通じた健康づくりの場を提供する主なスポーツ施設（ＳＡＧＡサンライ
ズパーク、佐賀市健康運動センター等）は３８箇所立地しています。 

  
【教育文化機能の分布状況】 

出典：佐賀県 HP、各学校の所在地を基に整理 
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カ 金融機関 

市街化区域内で充実した金融機能 
◇有人窓口を有する金融機関は、市街化区域に集中して立地しており、特に銀行の多くは市

街化区域に立地しています。郵便局とその他金融機関は市街化調整区域にも多く分布し
ています。 

◇平成２７年（２０１５年）における金融機関の市街化区域内徒歩圏人口カバー率は７８.５％
であり、利便性が高い状況となっています。金融機関の都市計画区域内徒歩圏人口カバ
ー率は５３.９％となっています。 

  

出典：【平成 27 年(2015 年)人口】国勢調査(総務省（平成 27 年(2015 年))）、 
【金融機関】日本全国銀行・ATM マップ 

【金融機関の分布状況と徒歩圏（半径５００m）＋人口密度（平成２７年（２０１５年））】 

【徒歩圏人口カバー率（平成２７年（２０１５年））】 
区 分 割 合 人 口 

市街化区域 78.5％ 101,831 人 

都市計画区域 53.9％ 123,782 人 
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キ 行政機能 

各地域に分散して立地する行政サービス窓口 
◇都市計画区域内における一般的な行政サービス（住民票、印鑑証明書等の交付等）窓口

は、市役所や市民サービスセンターのほか、５地域にて支所が立地しています。 

  【行政機能の分布状況】 

出典：佐賀県 HP 

佐賀市役所 

大和支所 

市民サービスセンター 
久保田支所 

東与賀支所 

川副支所 

諸富支所 
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ク 都市機能集積状況 

市街化区域内の多くのエリアが生活利便性の高い環境 
中心拠点及び諸富地域拠点、大和地域拠点では特に多くの都市機能が集積 
◇各種都市機能（公共交通、医療、福祉、子育て、商業、教育文化、金融、行政）の集積状況

を見ると、市街化区域内の多くのエリアで５つ以上の機能が集積しており、特に中心拠点
及び諸富地域拠点、大和地域拠点の集積度合いが高くなっています。 

◇市街化調整区域においても、都市機能が一定程度集積した箇所が複数見られます。 

   
【都市機能集積状況図（大分類）】 
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※本図は、１００ｍメッシュ単位で都市機能の集積状況を示したもの。 

※各都市機能の徒歩圏５００ｍ（バス停のみ３００ｍ）に含まれるメッシュに１点ずつ加点しており、

点数が高いほど多くの都市機能が立地し、利便性が高い箇所であることを表している。 

基幹的公共交通 『鉄道駅』の500ｍ圏内、『30本/日以上の運行本数のバス停留所』の300ｍ圏内 1点

医療施設 『病院』 『診療所』 の500ｍ圏内 1点

高齢者福祉施設
『通所型介護施設』 『訪問介護施設』 『短期入所施設』
『小規模多機能施設』 『地域包括支援センター』 『福祉センター』 の500ｍ圏内

1点

子育て施設 『保育園』 『幼稚園』 『認定こども園』 『子育て支援センター』 の500ｍ圏内 1点

商業施設
『百貨店』 『ショッピングセンター』 『食品スーパー』
『コンビニエンスストア』 『ドラッグストア』 の500ｍ圏内

1点

教育文化施設
『児童館』 『小学校』 『中学校』 『高等学校』 『大学』 『短期大学』
『文化会館等の施設』 『図書館』 『公民館・コミュニティセンター』
『その他貸館機能を有する施設』 『スポーツ施設』  の500ｍ圏内

1点

金融機関 『銀行』 『郵便局』 『その他金融機関』 の500ｍ圏内 1点

行政機能 『市役所』 『支所』 『市民サービスセンター』 の500ｍ圏内 1点
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【都市機能集積状況図（小分類）】 

『児童館』   の500ｍ圏内 1点

『小学校』   の500ｍ圏内 1点

『中学校』   の500ｍ圏内 1点

『高等学校』   の500ｍ圏内 1点

『大学』   の500ｍ圏内 1点

『短期大学』 の500ｍ圏内 1点

『文化会館等の施設』   の500ｍ圏内 1点

『図書館』   の500ｍ圏内 1点

『公民館・コミュニティセンター』  の500ｍ圏内 1点

『その他貸館機能を有する施設』  の500ｍ圏内 1点

『スポーツ施設』  の500ｍ圏内 1点

『銀行』 の500ｍ圏内 1点

『郵便局』の500ｍ圏内 1点

『その他金融機関』 の500ｍ圏内 1点

『市役所』  の500ｍ圏内 1点

『支所』  の500ｍ圏内 1点

『市民サービスセンター』 の500ｍ圏内 1点

行政機能

金融機関

教育文化施設

   

『鉄道駅』の500ｍ圏内 1点

『30本/日以上の運行本数のバス停留所』の300ｍ圏内 1点

『病院』 の500ｍ圏内 1点

『診療所』 の500ｍ圏内 1点

『通所型介護施設』 の500ｍ圏内 1点

『訪問介護施設』 の500ｍ圏内 1点

『短期入所施設』の500ｍ圏内 1点

『小規模多機能施設』 の500ｍ圏内 1点

『地域包括支援センター』 の500ｍ圏内 1点

『福祉センター』 の500ｍ圏内 1点

『保育園』  の500ｍ圏内 1点

『幼稚園』  の500ｍ圏内 1点

『認定こども園』  の500ｍ圏内 1点

『子育て支援センター』 の500ｍ圏内 1点

『百貨店』  の500ｍ圏内 1点

『ショッピングセンター』 の500ｍ圏内 1点

『食品スーパー』の500ｍ圏内 1点

『コンビニエンスストア』の500ｍ圏内 1点

『ドラッグストア』 の500ｍ圏内 1点

基幹的公共交通

商業施設

子育て施設

高齢者福祉施設

医療施設
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（５）都市基盤整備の状況 

ア 市街地開発事業の状況 

面的に都市基盤が整備された市街地開発事業地区が複数存在 

◇市街地開発事業は、土地区画整理事業が１３地区、市街地再開発事業が１地区で施行さ
れ、良好な住環境が形成されています。  

【市街地開発事業の状況】 

出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年））） 
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イ 都市計画道路の整備状況 

整備率７割を超える都市計画道路 
◇本市の都市計画道路の整備率は７４.６％（２０２２年時点）となっています。 

◇市街化区域の多くの区間は改良済みまたは概成であり、市街化区域の一部や市街化調
整区域においては事業中と未整備が残っている状況です。 

  【都市計画道路の整備状況】 

出典：佐賀市データ（令和 4 年（2022 年）4 月 1 日時点） 
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ウ 公園・緑地の整備状況 

市街化区域内の広範囲をカバーする公園・緑地の配置 
◇都市計画公園は、総合公園が１６箇所、広域公園が１箇所、特殊公園が１箇所、地区公園

が６箇所、近隣公園が７箇所及び街区公園が４８箇所あり、都市緑地が３３箇所あります。 

◇これらの徒歩圏は、市街化区域の広い範囲をカバーしていますが、市街化区域縁辺部等
の一部箇所では徒歩圏外となっています。 

  
【公園・緑地の整備状況】 

出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年））） 
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エ 公共下水道（汚水・雨水）の整備状況 

公共下水道（雨水）は未整備区域が広範に存在 
◇公共下水道（汚水）は、事業計画区域のうち９６.７％（平成３０年（２０１８年）時点）が整備

済みとなっています。 

◇公共下水道（雨水）は、事業計画区域のうち整備済みは５８.８％（平成３０年（２０１８年）
時点）となっており、未整備区域が多く残されている状況です。 

  

【公共下水道（雨水）の整備状況】 

【公共下水道（汚水）の整備状況】 

出典：都市計画基礎調査（佐賀市（平成 30 年（2018 年））） 
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（６）災害 

ア 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況 

長崎自動車道北側の斜面地で土砂災害関連区域が指定 
◇土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、「土石流」と「急傾斜地の崩壊」に伴

う土砂災害について指定されており、都市計画区域内では長崎自動車道北側の斜面地の
大部分が指定されています。 

◇市街化区域内にこれらの区域は見られません。 

  

出典：佐賀市ハザードマップ 

【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況】 
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イ 急傾斜地崩壊危険区域の指定状況 

都市計画区域内では３箇所の急傾斜地崩壊危険区域が指定 
◇都市計画区域内においては、大門及び熊本第一、大願寺に急傾斜地崩壊危険区域が指

定されています。 

◇市街化区域内にこれらの区域は見られません。 

  
【急傾斜地崩壊危険区域の指定状況】 

出典：佐賀土木事務所管内図 

大願寺 

大門 

熊本第一 
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ウ 土砂災害危険箇所の指定状況 

長崎自動車道北側の斜面地で土砂災害危険箇所が指定 
◇土砂災害危険箇所は、長崎自動車道北側の斜面地の広い範囲で指定されています。 

◇市街化区域内にこれらの区域は見られません。 

 

   

【土砂災害危険箇所の指定状況】 

出典：佐賀市データ 



佐賀市立地適正化計画 

48 
 

 

エ 浸水想定箇所（内水被害）の状況 

佐賀駅周辺の市街化区域の広い範囲で内水被害の実績がある 
都市計画区域の大部分で内水浸水が想定されている 

◇佐賀市に大規模な内水氾濫をもたらした令和元年８月豪雨では、佐賀駅周辺の市街化区

域の広い範囲で内水被害が発生しています。 

◇浸水想定箇所（内水被害）は、嘉瀬川沿岸部や千布地区の一部において０.５ｍ以上の浸

水が想定されています。市街化区域では、佐賀駅周辺などにおいて０.５ｍ～１.０ｍの浸水

が想定されています。 

◇長期対策を実施することで、浸水が想定される箇所が減少することが予想されます。 

  

出典：佐賀市データ 

【令和元年（２０１９年）８月豪雨 浸水実績】 

※1 時間総雨量 110ｍｍ 
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出典：佐賀市データ、佐賀市内水ハザードマップ 

【浸水想定箇所（内水被害）の状況 （令和元年８月豪雨相当）】 

※佐賀市に大規模な内水氾濫をもたらした令和元年８月豪雨に相当する豪雨と大潮が重なった場合の
浸水予想結果に基づいて、浸水する範囲とその程度を示している。 
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出典：佐賀市データ 

【浸水想定箇所（内水被害）の状況 （長期対策後）】 



第２章 都市構造の現状整理・課題分析 

51 
 

 

オ 洪水浸水想定区域の指定状況 

都市計画区域の大部分が洪水浸水想定区域に指定 
市街化区域内は比較的浸水想定規模が小さい 

◇洪水浸水想定区域（想定最大規模）は、筑後川水系、嘉瀬川水系、福所江、本庄江、巨勢
川、八田江、佐賀江川の両岸の一体で示され、都市計画区域の大部分が指定されていま
す。 

◇特に市街化調整区域内の嘉瀬川や筑後川水系の両岸において、浸水深が深くなると想定
されています。 

  【洪水浸水想定区域（計画規模）】 

出典：佐賀市データ 
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出典：佐賀市データ、佐賀市洪水ハザードマップ 

【洪水浸水想定区域（想定最大規模）】 

対象河川名 想定の前提となる降雨

筑後川

早津江川

城原川
荒瀬川流域の48時間総雨量810mm(国管理区間)
城原川流域の6時間総雨量561mm(県管理区間)

佐賀江川
荒瀬川流域の48時間総雨量810mm(国管理区間)
佐賀江川流域の6時間総雨量511mm(県管理区間)

八田江

巨勢川

嘉瀬川 嘉瀬川流域の6時間総雨量437mm(国管理区間)

本庄江 本庄江流域の6時間総雨量600mm(県管理区間)

祇園川
嘉瀬川流域の6時間総雨量437mm(国管理区間)
祇園川流域の6時間総雨量616mm(県管理区間)

福所江 福所江流域の6時間総雨量635mm(県管理区間)

佐賀江川流域の6時間総雨量511mm(県管理区間)

荒瀬川流域の48時間総雨量810mm(国管理区間)
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カ 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸侵食）の指定状況 

  嘉瀬川沿岸（市街化調整区域）の数箇所で家屋倒壊等氾濫想定区域が指定 
◇嘉瀬川沿いの３箇所、筑後川・早津江川沿いの７箇所において、河川堤防の決壊又は洪

水氾濫流により、木造家屋の倒壊のおそれがある家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）が
指定されています。 

◇嘉瀬川沿いの２箇所、筑後川沿いの２箇所において、洪水時の河岸侵食により木造・非木
造の家屋倒壊の恐れがある家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）が指定されています。 

 

 

  

【家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸侵食）の指定状況】 

出典：佐賀市データ 
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キ 津波浸水想定区域の指定状況 

市街化調整区域（沿岸部）の広範にわたる津波浸水想定区域 
◇津波浸水は、海岸部や低平地一体、筑後川水系の早津江川の両岸において想定されてい

ます。 

◇市街化区域内では、ごく一部の範囲が０.5ｍ未満の浸水想定区域となっています。 

  【津波浸水想定区域の指定状況】 

出典：佐賀市データ、佐賀市津波ハザードマップ 

想定地震

「南海トラフの巨大地震モデル検討会」公表（平成24
年8月29日）の想定地震津波（マグニチュード9．1）、
雲仙地溝南縁断層帯と西部断層帯の連動地震（マグニ
チュード7．1）

想定津波 0.48m

想定潮位 有明海=TP2.72m（TP=東京湾平均海面上）

堤防条件
耐震や液状化に対する技術的評価が無い場合は堤防
高を地震前の25％の高さとし、技術的評価が有る場
合は評価で得られた沈下量を用いる。

※この想定では、津波の到達予定時間は地震発生後50分としています。
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ク 高潮浸水想定区域の指定状況 

市南部の沿岸部を中心に高潮浸水想定区域が指定 
◇高潮浸水想定区域は、市南部の範囲で指定されています。沿岸部では２.０～５.０ｍ未満の

浸水が想定されています。 

  

出典：佐賀市高潮ハザードマップ 

【高潮浸水想定区域の指定状況】 
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ケ 大規模盛土造成地の状況 

長崎自動車道北側を中心に複数の大規模盛土造成地が分布 

◇大規模盛土造成地は、長崎自動車道北側を中心に４箇所分布しています。 

◇市街化区域内に大規模盛土造成地は見られません。 

  

出典：佐賀市データ 

【大規模盛土造成地の状況】 



第２章 都市構造の現状整理・課題分析 

57 
 

 

コ 建物全壊率の状況 

市街化区域内において全壊率５０％以上の区域が広がっている 
◇大地震発生時に想定される建物全壊率を見ると、佐賀駅周辺の市街化区域西側にお

いて、全壊率５０％以上の区域が広がっています。 

 

  

出典：佐賀市データ 

【建物全壊率の状況】 

※佐賀県が実施した地震被害等予測調査の調査結果を用いて、 
佐賀平野北縁断層帯（マグニチュード７.５、最大震度７）の地震が起きた場合 
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（７）財政・地価 

ア 財政の状況 

民生・教育等の面で増加する歳出構造 
◇平成２２年度（２０１０年度）と令和２年度（２０２０年度）における歳入構造を比較すると、歳

入総額が４３３億円増加しており、財源としては依存財源が大きく増加しています。 

◇歳出については、民生費、総務費及び教育費が大きく増加しています。 

  

≪歳入≫ 

出典：市町村決算カード（総務省（平成 22 年(2010 年)、令和 2 年(2020 年)）） 

平成２２年度(２０１０年度) 
歳出総額：８８７億円 

令和２年度(２０２０年度) 
歳出総額：１,３１０億円 

≪歳出（目的別）≫ 

平成２２年度(２０１０年度) 
歳入総額：９０７億円 

令和２年度(２０２０年度) 
歳入総額：１,３４０億円 

【歳入・歳出構造の変化】 
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イ 地価の動向 

佐賀駅周辺において地価が上昇傾向 
◇市街化区域の地価公示の平均値は、平成２５年（２０１３年）から平成２８年（２０１６年）ま

では下落傾向で推移していましたが、平成２９年（２０１７年）以降は上昇傾向で推移して
います。市街化調整区域の地価公示の平均値は、おおむね横ばいで推移しています。 

◇本市の拠点である佐賀駅の徒歩圏（半径８００m）内に含まれる地価公示の平均値を確認
すると、平成２５年（２０１３年）から平成２８年（２０１６年）までは下落傾向でしたが、平成２
８年（２０１６年）以降は上昇傾向が続いています。 
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【地価の動向（各エリア内の地価公示の平均値）】 

出典：地価公示（国土交通省（平成 25 年(2013 年)～令和 4 年(2022 年)）） 
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財政・地価 ・民生・教育等の面で増加する歳出構造 
・佐賀駅周辺において地価が上昇傾向 

 

 
 

 

人口特性 

・総人口は減少傾向が続き、高齢者は大幅に増加する見通し 
・一貫して続く世帯増加と世帯人員減少の傾向 
・市街化区域内の人口は大幅に減少する見通し 
・市街化区域内の人口密度は低下する見通し 
・市街化区域内では、高齢者数が大幅に増加する見通し 
・市街化調整区域を中心に高齢化率５０％を超える箇所が多く発生する見通し 
・年少人口は市街化区域内外ともに減少する見通し 
・子育て世帯の転入傾向が継続 
・佐賀駅周辺を中心に発展してきた市街地形成の変遷 
・ＤＩＤ人口は低下傾向にあるものの横ばいで推移 

  

土地利用等 

・住宅系を中心とした用途地域の指定 
・準工業地域等の工業系土地利用が点在 
・都市計画区域外や市街化調整区域にも住宅用地・建物が多く分布 
・中心市街地をはじめ市街化区域内に多くの低未利用地が分布 
・増加傾向にある空き家数 
・地区計画等により良好な住環境形成が図られている箇所が分布 
・市街化調整区域の大部分は優良農地として農用地区域が指定 
・市街化調整区域内の北側に分布する森林系区域 

  

公共交通 
・一定の利便性が確保された市街化区域内の公共交通利用環境 
・駅別乗車人員は横ばいに推移（近年はコロナ禍による） 
・自転車利用が減少し、自家用車利用が増加 
・自転車利用は県全体と比較して多い 

  

生活利便 
施設 

・市街化区域内で充実した医療環境 
・市街化区域内で一層見込まれる高齢者福祉施設へのニーズの増加 
・待機児童数や将来的な年少人口減少を踏まえた子育て施設立地の必要性 
・市街化区域内で充実した商業環境 
・各地域に分散して立地する教育文化施設 
・市街化区域内で充実した金融機能 
・各地域に分散して立地する行政サービス窓口 
・市街化区域内の多くのエリアが生活利便性の高い環境 
・中心拠点及び諸富地域拠点、大和地域拠点では特に多くの都市機能が集積 

  

都市基盤 
整備 

・面的に都市基盤が整備された市街地開発事業地区が複数存在 
・整備率７割を超える都市計画道路 
・市街化区域内の広範囲をカバーする公園・緑地の配置 
・公共下水道（雨水）は未整備区域が広範に存在 

  

災害 

・長崎自動車道北側の斜面地で土砂災害関連区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂
災害危険箇所が指定 

・佐賀駅周辺の市街化区域の広い範囲で内水被害の実績がある 
・都市計画区域の大部分が内水浸水想定区域、洪水浸水想定区域に指定 
・市街化区域内は比較的浸水想定規模が小さい 
・嘉瀬川沿岸（市街化調整区域）の数箇所で家屋倒壊等氾濫想定区域が指定 
・市街化調整区域（沿岸部）の広範にわたる津波浸水想定区域 
・市南部の沿岸部を中心に高潮浸水想定区域が指定 
・長崎自動車道北側を中心に複数の大規模盛土造成地が分布 
・市街化区域内において全壊率５０％以上の区域が広がっている 

  

２－２ 現況・将来人口見通しを踏まえた都市構造上の課題 

【現況特性の要約】 

課題２ 需要に応じた施設配置による充 
実した拠点環境の持続と中心市
街地の更なる充実 
（都市機能誘導） 

■現状において特に都市機能が充実した３拠
点（中心拠点・諸富地域拠点・大和地域拠
点）では、将来にわたりその環境を持続させ
ていくことが必要。 

■特に中心市街地では、低未利用地の利用促
進等により、子育て世帯の暮らしを支える施
設や市民ニーズに応じた施設の誘導により
更なる充実が必要。 

■市街化調整区域等の郊外部では、将来人口
を踏まえた公共公益施設の適正配置の検討
が必要。 

課題１ 良好な住環境を有する生活利便 
性の高い市街地環境の持続 
（居住誘導） 

■生活利便性が高い市街化区域は、各種生活
サービス施設の立地や空き家・低未利用地
対策等を通じて人口を維持し、将来にわたり
現状の住環境を維持していくことが必要。 

■特に土地区画整理事業等により都市基盤が
整備された箇所は、将来にわたり人口を維
持し、有効に活用していくことが必要。 

課題３ 公共交通や徒歩・自転車により
移動しやすい環境形成 

      （公共交通・ウォーカブル） 
■公共交通沿線人口の維持と利用促進によ

り、増加する高齢者の外出手段を確保するこ
とが必要。 

■一定の自転車需要を踏まえた自転車利用環
境の充実や、ウォーカブルなまちづくりの推
進が必要。 

課題４ 地形特性を受け入れ被害リスク
を低減させる災害対策 

■災害リスクの低いまちなかでの居住促進（災
害リスクの高い郊外部の土砂災害関連区域
等からまちなかへの住替え促進）が必要。 

■まちなかの浸水想定区域での垂直避難等、
災害特性に応じてハード・ソフトの両面から
災害対策に取り組むことが必要。 

■人口構造の変化に応じた避難体制の構築が
必要。 

【現状がこのまま推移した場合に生じる懸念】 【都市構造上の課題】 
●人口減少・高齢化の進行により、現在多くの人々が暮らす市街

化区域においても、活力の低下や自治会活動等地域コミュニテ
ィ衰退への影響が懸念されます。 

●人口密度が低下することにより、市民生活を支える施設が撤退
し、現状において利便性の高い市街化区域内等の利便性低下
につながることが懸念されます。 

●地域活力や利便性の低下により都市の魅力が喪失し、３０歳代
以降の転入超過（子育て世帯の転入傾向）といった好循環に悪
影響が生じることも懸念されます。 

●人口減少と相まって低未利用地が更に増加し、中心市街地等
の魅力低下につながることが懸念されます。 

●現状において約１８,０００戸ある空き家が更に増加し、良好な住
環境の阻害要因となることが懸念されます。 

●公共交通利用圏内の人口が減少し、今以上に利用者が減少す
ることで、公共交通サービス水準の低下につながることが懸念
されます。それにより車の運転が困難な高齢者の生活利便性と
外出機会が低下し、健康面への影響が生じることも懸念されま
す。 

●自家用車中心の移動形態が変わらなければ、コンパクトな都市
構造を活かせないばかりか、交通事故の増加やＣＯ２排出によ
る環境悪化等につながることも懸念されます。 

●人口減少により、医療・商業等各種都市機能が充実し利便性の
高い市街化区域から施設が撤退し、生活利便性の低下につな
がることが懸念されます。 

●高齢者の増加や年少人口の減少により、介護福祉施設、子育て
施設等について需要と供給のミスマッチが生じることが懸念さ
れます。 

●地域に分散する公共公益施設については、各地域の人口減少
に伴い、効率的な運営が困難になることが懸念されます。 

●人口減少により、これまでの投資により整備されてきた良好な住
環境を有する土地区画整理事業地区や公園、公共下水道等、
都市基盤の有効利用がなされなくなる他、市民一人当たりの都
市基盤維持管理コストが高まることが懸念されます。 

●洪水時には、市街地内に被害をもたらすことが懸念されます。 

●市街化調整区域等郊外部での土砂災害発生時には、人的・物
的被害の他、救助活動等にも困難を極めることが懸念されま
す。 

●人口減少や高齢化の進行に伴い、災害発生時における地域の
自助・共助力が低下し、被害リスクが高まることが懸念されます。 

●人口減少により税収が低下する一方、民生費等の歳出の増加
により、厳しい財政環境となることが懸念されます。 
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